
古
代
の
直
線
国
境
に
つ
い
て

sIi 

昌

之

部

一
、
問
題
の
所
在

国
土
地
理
院
お
よ
び
そ
の
前
身
の
地
理
調
査
所
・
陸
地
測
量
部
が
発
行
し
た
昭
和
四

O
年
図
式
以
前
の
地
形
図
類
は
、
境
界
記
号
の
一

っ
と
し
て
国
の
境
界
を
特
殊
破
線
で
図
示
し
て
い
る
。
縮
尺
一
万
、
二
万
、
二
・
五
万
、
五
万
の
地
形
図
に
こ
う
し
て
表
現
さ
れ
た
国
境

古代の直線国境について

線
を
観
察
・
読
図
し
て
み
る
と
、
距
離
の
長
短
は
あ
る
が
部
分
的
に
真
直
に
進
む
事
例
(
以
下
直
線
国
境
と
呼
ぶ
)
が
若
干
認
め
ら
れ

る
。
平
坦
な
耕
地
の
な
か
を
国
境
が
直
線
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
国
境
の
大
多
数
は
、
山
地
に
お
け
る
分
水
界
(
水
落
ち

境
)
と
平
地
に
お
け
る
河
川
と
い
っ
た
地
物
に
依
拠
し
て
、
直
線
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
直
線
国
境
は
少
数
例
外
的
な
存
在

で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
特
異
性
が
か
え
っ
て
注
意
を
ひ
く
の
で
、
直
線
国
境
の
成
立
時
期
と
形
成
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
て
み
た
い
と
考
え
た
。

地
形
図
記
載
の
国
境
は
い
う
ま
で
も
な
く
府
県
制
成
立
前
の
国
の
境
界
で
あ
り
、
国
郡
制
の
起
源
は
七
世
紀
後
期
の
律
令
国
家
に
遡

5 

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
形
図
上
の
国
境
の
す
べ
て
が
、
七
世
紀
に
お
け
る
国
郡
制
成
立
時
に
ま
で
連
続
し
え
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
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る
。
岩
田
孝
三
氏
は
か
つ
て
『
境
界
政
治
地
理
学
』

(
昭
和
二
八
年
)
を
論
述
し
、
わ
が
国
の
国
界
藩
界
を
組
織
的
に
考
察
し
た
際
に
、

幕
藩
制
下
に
お
い
て
国
境
(
藩
界
と
一
致
す
る
場
合
が
多
い
)
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
・
係
争
問
題
が
頗
発
し
、

一
部
で
は
そ
れ
が
明
治
以
降

に
も
ち
こ
さ
れ
た
例
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
岩
田
氏
は
古
代
の
国
境
争
論
の
事
例
と
し
て
、

『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
六
年

(
七
九
七
)
三
月
戊
子
条
に
み
え
る
甲
斐
と
相
模
の
国
境
係
争
、

『
一
ニ
代
実
録
』
貞
観
八
年
(
八
六
六
)
九
月
辛
亥
条
に
み
え
る
広
野
川

(
木
曾
川
)
河
道
の
変
化
に
端
を
発
す
る
美
濃
と
尾
張
の
紛
争
、
同
書
元
慶
三
年
(
八
七
九
)
九
月
四
日
辛
如
条
に
み
え
る
吉
蘇
路
の
所

属
を
め
ぐ
る
美
濃
と
信
濃
の
係
争
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
(
七
三
四
)
九
月
甲
成
条
に
み
え
る
安
芸
・
周
防

の
国
境
を
大
竹
河
と
す
る
記
事
も
、
同
様
の
事
例
と
し
て
追
加
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
七
世
紀
後
期
の
国
郡
制
確
立
以
来
、
府
県
制
成
立
時
に
い
た
る
長
い
期
間
に
、
全
国
的
に
み
て
か
な
り
の
国
境
に
変
動
が

あ
っ
た
も
の
と
予
想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
方
行
政
組
織
と
し
て
の
国
制
そ
の
も
の
の
機
能
の
変
化
、
国
に
か
わ
る
新
た
な
政
治
領
域
と

し
て
の
大
名
領
国
・
藩
領
の
形
成
、
国
境
地
帯
に
お
け
る
新
し
い
政
治
・
軍
事
・
経
済
的
関
係
の
確
立
な
ど
が
こ
う
し
た
国
境
の
変
動
を

必
然
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
地
形
図
に
記
載
さ
れ
た
国
境
線
は
、
こ
う
し
た
経
緯
を
へ
て
歴
史
的
に
閏
定
・
定
着
し
た
国
境
を
、
測
量

段
階
で
確
定
し
て
図
化
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、

い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
を
契
機
と
し
て
始
ま
っ
た
国
造
制
の
改
革
に
よ
っ
て
、
全
国
的
に
重
層
的
な
領
域
区
分
と
し
て
の
地

方
行
政
組
織
た
る
国
郡
(
評
)
里
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
段
階
に
お
い
て
、
国
の
領
域
と
境
界
が
ど
の
よ
う
な
原
理
で
設
定
さ
れ
た
の
か

と
い
う
問
題
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
天
武
二
一
年
(
六
八
四
)
か
ら
同
一
四
年
に
か
け
て
、
伊
勢
王
等
が

派
遣
さ
れ
て
「
限
一
一
分
諸
国
之
境
堺
一
」
と
い
う
国
境
画
定
作
業
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
時
の
国
境
は
、
前
述
の
吉
蘇
・
広
野
川
・
大
竹
河

の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
分
水
界
や
河
川
に
従
っ
た
も
の
で
、
「
山
河
を
隔
い
て
国
県
を
分
つ
」
ハ
1
)
と
い
う
境
界
観
念
に
も
と



づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
時
代
が
下
る
が
、
天
平
五
年
(
七
一
三
ニ
)
勘
造
の
『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、
令
制
下
に
お
け

る
国
境
の
具
体
相
を
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
。

風
土
記
は
出
雲
と
伯
嘗
と
の
国
境
の
手
間
劃
・
阿
志
批
縁
山
、
西
の
石
見
と
の
境
の
多
伎
伎
山
、
南
の
備
後
と
の
国
境
の
遊
記
山
・
比

市
山
・
荒
鹿
坂
・
三
坂
・
波
多
径
・
須
佐
径
・
志
都
美
径
な
ど
、
幹
線
支
線
の
ホ
〈
通
路
に
は
常
置
な
い
し
権
置
の
闘
を
設
置
し
て
い
た
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
国
境
と
注
記
し
て
い
る
の
は
、
伯
脅
国
境
の
門
江
浜
・
烏
上
山
、
石
見
国
境
の
中
嶋
埼
・
佐
比
売
山
、
備
後

国
境
の
室
原
山
・
御
坂
山
で
あ
る
。
そ
の
記
述
内
容
か
ら
み
る
と
、
海
岸
線
の
平
坦
地
の
み
な
ら
ず
中
国
山
地
の
山
岳
地
帯
に
お
い
て

も
、
主
要
交
通
路
に
必
ず
割
(
関
)
が
設
け
ら
れ
て
明
確
な
線
的
境
界
を
な
し
て
い
ド
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
山
間
の
国

境
に
つ
い
て
は
、
目
標
と
な
り
や
す
い
山
頂
が
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
す
、
ぎ
ず
、
未
利
用
の
山
林
原
野
に
あ
っ
て
は
後
の

時
代
の
よ
う
に
線
的
境
界
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
は
解
し
が
た
い
。

古代の直線国境について

出
雲
国
風
土
記
の
記
載
内
容
を
令
制
下
に
お
け
る
国
境
の
一
般
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
耕
地
と
し
て
の
土
地
利
用

が
進
ん
で
い
る
沖
積
平
野
に
あ
っ
て
は
、
線
的
境
界
な
い
し
直
線
境
界
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
線
的
国
境
に

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
摂
津
国
皇
別
氏
族
た
る
坂
合
部
(
境
部
と
も
み
え
る
)
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
境
界
の
測
量
建
設

(
測
設
と
い

tまう
)
に
功
績
の
あ
っ
た
坂
合
部
が
「
造
ニ
立
国
境
之
標
こ
し
て
い
る
の
で
、
国
境
標
識
が
一
般
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。

本
稿
は
地
形
図
に
図
示
さ
れ
た
直
線
国
境
の
事
例
を
個
別
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
令
制
国
境
に
遡
る
こ
と
を
地
割
制
を
中
心
と
す
る
地

域
的
関
係
か
ら
検
討
し
、

つ
い
で
直
線
国
境
の
問
題
を
律
令
国
家
の
地
域
構
造
の
理
解
を
進
め
る
た
め
に
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か

を
考
え
て
み
た
い
。

7 

ニ
、
摂
河
泉
の
国
境
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P ， ~司k"，口1

大
阪
平
野
南
部
、

す
な
わ
ち
大
阪
市
東

部
・
南
部
か
ら
堺

市
・
松
原
市
に
か
け

て
、
明
治
四

O
年
測

摂津・河内・和泉の国境

量
正
式
二
万
分
の
一

地
形
図
と
大
正
一

O

年
測
量
一
万
分
の
一

地
形
図
(
以
下
地
形

図
と
よ
ぶ
)
に
よ
れ

第 1図

ば
、
第

1
図
に
示
し

た
よ
う
に
複
雑
な
形

態
を
と
る
摂
津
・
河

内
・
和
泉
の
国
境
の

う
ち
、

F
l
G
、
H

i
k
、
K
l
L
、
L

-
M、
N
1
0
、
P



l
Q
の
各
部
分
が
直
線
国
境
で
あ
る
。
地
形
環
境
は
主
と
し
て
大
和
川
氾
濫
原
の
沖
積
地
で
あ
る
が
、
河
内
台
地
・
泉
北
台
地
・
上
町
台

地
が
南
か
ら
北
へ
張
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
条
里
地
割
は
、

ほ
ぼ
正
方
位
地
割
の
形
態
を
み
せ
て
氾
濫
原
に
よ
く
遺
構
を

と
ど
め
、
ま
た
氾
濫
原
か
ら
段
丘
崖
が
な
く
漸
移
的
に
移
行
す
る
低
位
段
丘
面
の
一
部
に
も
地
割
が
延
び
て
い
る
。

ま
ず
直
線
国
境
L
l
M
線
は
長
尾
街
道
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
道
路
は
堺
の
旧
市
街
地
か
ら
真
東
へ
の
び
る
も
の
で
、
こ
の
南
方
を

同
じ
く
堺
か
ら
出
発
し
て
金
岡
地
点
か
ら
一
直
線
に
真
東
へ
併
走
す
る
竹
内
街
道
Y
l
Z
と
と
も
に
、
難
波
と
大
和
を
結
ぶ
古
道
と
し
て

『
日
本
書
紀
』

の
壬
申
の
乱
の
記
事
に
み
え
る
大
津
道
・
丹
比
道
に
比
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
ハ
2
u
。

」
れ
に
従
っ
て
長
尾
街
道
日
大

津
道
と
す
れ
ば
、

L
i
M
国
境
を
壬
申
の
乱
の
時
期
に
遡
ら
せ
て
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
国
境
は
大
津
道
と
と
も
に

真
西
の
大
阪
湾
岸
V
に
の
び
て
、
摂
津
・
河
内
(
の
ち
和
泉
国
)
を
分
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
大
和
川
に
そ
う
国
境
は
も
ち
ろ
ん
大

和
川
付
替
後
の
移
動
で
あ
る
。

次
に
N
1
0
と
P

Q

線
の
う
ち
、

P
|
Q
線
は
ほ
ぼ
西
高
野
街
道
に
合
致
す
る
。
こ
の
道
路
は
堺
の
大
小
路
を
出
て
仁
徳
陵
の
北
か

古代の直線国境について

ら
東
南
方
向
へ
進
み
、
河
内
長
野
に
て
東
高
野
街
道
と
合
流
す
る
。
必
ず
し
も
す
べ
て
が
直
線
路
で
は
な
い
が
、
直
線
路
が
か
な
り
の
部

分
を
占
め
て
い
る
。
街
道
と
国
境
と
の
関
係
は
、
但
馬
池
南
の
P
点
か
ら
狭
山
池
西
の
岩
室
ま
で
ほ
ぼ
一
致
し
、
こ
こ
か
ら
南
は
国
境
が

西
の
泉
北
丘
陵
へ
入
り
こ
む
た
め
両
者
が
大
き
く
分
離
す
る
結
果
と
な
る
。

P
点
以
南
で
さ
ら
に
両
者
の
関
係
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、

部
分
的
に
両
者
が
一
致
し
な
い
個
所
で
は
、
む
し
ろ
国
境
線
が
直
線
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
P
点
以
北
で
は
街
道
が
西
の
仁
徳
陵
へ
向
か

う
の
に
対
し
て
、
国
境
は
台
地
上
の
浅
い
谷
を
利
用
し
た
溜
池
を
東
側
へ
迂
回
し
て
、
両
者
が
分
離
し
て
い
る
。
し
か
し
N
l
O
線
は
P

-
Q線
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、

N
点
か
ら
M
点
に
向
か
う
国
境
と
は
別
に
N
1
0
線
の
北
西
の
延
長
線
に
相
当
す
る
旦
道
が
地
形
図
に

9 

み
え
、
真
直
に
進
ん
で
大
津
道
上
の
W
点
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
W
点
は
反
正
陵
の
北
東
に
位
置
す
る
方
違
神
社
の
す
ぐ
東
側
で
、
三
国
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ケ
丘
の
地
名
を
残
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
事
実
か
ら
L
l
M
線
と
大
阪
湾
岸
に
至
る
そ
の
西
の
延
長
総
(
大
津
道
)
が
当
初
の
摂
津
・
河

内
の
国
境
と
し
て
測
設
さ
れ
た
あ
と
、
霊
一
亀
三
年
(
七
一
七
)

の
和
泉
監
成
立
、

な
い
し
は
天
平
二
一
年
(
七
四

O
)
河
内
国
に
よ
る
和

泉
監
併
合
後
の
天
平
宝
字
元
年
(
七
五
七
)
和
泉
国
が
「
依
レ
旧
分
立
」
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、

W
点
か
ら
分
れ
て

N
1
0
|
p
i
Q

を
結
ぶ
東
南
方
向
に
真
直
に
河
内
・
和
泉
国
境
が
確
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
西
高
野
街
道
に
先
行
す
る
古
道
の
測
設
と
相

関
連
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
い
。

次
に
直
線
国
境
監
1
L
線
は
、
大
和
川
を
挟
ん
で
以
北
は
住
吉
区
と
東
住
吉
区
、
以
南
は
堺
市
と
松
原
市
の
行
政
界
で
あ
る
。
こ
の
国

境
線
に
つ
い
て
『
堺
市
史
続
編

第
一
巻
』

(
昭
和
四
六
年
)
は
異
な
っ
た
-
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
地
形
図
に
て
判
読
す
る
か
ぎ
り

部
分
的
に
屈
折
す
る
個
所
が
あ
り
、
大
和
川
以
北
が
以
南
に
比
べ
て
僅
か
に
東
へ
ず
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
も
、
全
体
と
し
て
直
線
国

境
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ
の
国
境
は
難
波
宮
の
内
裏
・
朝
堂
院
の
中
軸
線
の
真
南
へ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
難
波
宮
か
ら
南
下
し
て
大

津
道
・
丹
比
道
と
交
わ
る
古
道
を
推
定
し
た
の
は
岸
俊
男
氏
で
、

そ
の
後
足
利
健
亮
氏
は
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
す
υ
。

ま
た

難
波
宮
の
発
掘
調
査
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
難
波
京
の
都
市
プ
ラ
ン
の
想
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
沢
村
仁
・
藤
岡
謙
二
郎
・
木
原
克
司

の
諸
氏
の
研
究
で
(
4
u
、

木
原
克
司
氏
の
場
合
は
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
が
、

長
柄
豊
碕
官
・
前
期
難
波
京
・
後
期
難
波
京
の
三
段
階

を
想
定
し
(
前
期
と
後
期
の

0

フ
ラ
ン
は
藤
岡
説
を
踏
襲
す
る
)
、
一
了
五
万
分
の
一
地
形
図
上
に
て
プ
ラ
ン
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
図
示
し
た
。
難
波
宮
の
南
北
中
軸
線
延
長
た
る
朱
雀
大
路
を
中
心
に
左
右
ジ
γ
メ
ト
リ
カ
ル
に
推
定
さ
れ
る
条

坊
、
そ
の
羅
城
門
位
置
(
前
期
R
、
後
期
W
A
)

か
ら
E
l
L
を
結
ぶ
線
、
が
岸
説
の
古
道
に
相
当
す
る
わ
け
で
あ
る
。
岸
説
に
よ
れ
ば
直
線

国
境
K
1
L
を
難
波
宮
造
営
期
、
そ
れ
も
木
原
説
が
成
立
す
る
な
ら
ば
孝
徳
期
に
ま
で
遡
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

次
に
直
線
国
境
区
l
H
線
は
明
確
な
東
西
方
向
で
、

E
ー

L
線
と
直
角
、

M
I
L
l
X
線
に
平
行
し
、
地
形
図
お
よ
び
一
九
六
一
年
国



土
地
理
院
撮
影
の
一
万
分
一
航
空
写
真
を
み
る
と
、
道
路
・
小
径
な
い
し
水
路
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
国
境
と
条
里
地
割
と
の

関
係
は
特
異
で
あ
る
。
前
記
し
た
K
l
L
線
と
L
l
M
線
は
そ
の
両
側
に
分
布
す
る
一
町
方
格
の
条
里
地
割
と
整
合
関
係
を
示
し
、

K

l

L
は
地
割
の
南
北
線
、

L
l
M
は
地
割
の
東
西
線
に
の
っ
て
直
線
国
境
と
な
っ
て
い
る
の
に
、

K
l
H
線
は
そ
う
で
な
い
。
国
境
の
南
北

は
市
街
地
化
に
よ
っ
て
地
割
遺
構
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
第

2
図
に
示
し
た
よ
う
に
北
の
住
吉
郡
側
と
南
の
丹
比
郡
側

古代の直線国境について11 

繊
同
図

苅
ww
・
泊
五
回
締
什
瀞
岡
接
担
。
め
札
前
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で
一
町
方
格
の
地
割
が
食
い
違
い
を
み
せ
ず
に
連
続
し
て
分
布
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
境
線
は
一
町
方
格
の
坪
区
画
の
ほ
ぼ
中

央
を
東
西
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
H
点
か
ら
さ
ら
に
東
方
の
U
点
(
長
瀬
川
、
す
な
わ
ち
旧
大
和
川
河
道
)
に
至
る
ま
で
の
聞
の
地
割
を
航
空
写
真
と
大
縮
尺
の

地
形
図
に
て
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
第
2
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

K
l
H
線
の
延
長
上
に
途
切
れ
な
が
ら
も
U
点
ま
で
地
割
線
(
畦

畔
)
を
航
空
写
真
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。

U
点
以
東
は
、
方
格
地
割
が
明
瞭
で
な
く
な
る
た
め
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

H
l

U
の
地
割
線
の
南
北
の
方
格
地
割
は
、

H
か
ら
J
点
の
聞
で
は
特
異
な
ケ
l
ス
は
見
当
ら
な
い
。

J
点
南
の
里
区
画
南
北
線
は
丹
比
郡
と

志
紀
郡
の
郡
界
で
あ
る
。
し
か
し
J
点
よ
り
東
側
、

と
く
に
平
野
川
以
東
は
一
町
方
格
の
地
割
が
各
所
で
食
い
違
い
を
み
せ
て
い
る
。
こ

の
点
は
足
利
健
亮
氏
が
注
意
し
た
と
こ
ろ
ハ
5
〉
で
あ
る
が
、

H
l
U
地
割
線
と
の
関
係
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
三
系
統
の
地
割
が
重
層
し

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

一
つ
は
J
点
東
南
の
部
分
(
北
木
本
)
で
J
1
U
線
に
整
合
し
た
方
格
地
割
(
北
木
本
地
割
と
か
り
に
名
付
け

る
)
。
次
は
丹
比
郡
側
の
長
吉
六
反
町
付
近
か
ら
八
尾
飛
行
場
の
北
側
を
へ
て
東
の
長
瀬
川
に
至
る
地
割
系
統
(
志
紀
地
割
と
よ
ぶ
)
、
第

三
は
J
l
U
線
北
側
の
太
子
堂
付
近
の
地
割
系
統
(
太
子
堂
地
割
と
よ
ぶ
)
で
、
こ
こ
で
は
地
割
南
北
線
は
北
木
本
地
割
と
連
続
し
、
東

西
線
は
志
紀
地
割
と
連
続
す
る
。
三
者
の
聞
で
地
割
線
の
食
い
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と

い
う
の
は
後
に
ま
わ
し
て
、
先
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

H
点
か
ら
北
の
国
境
は
第

1
図
の
如
く
複
雑
で
あ
る
が
、

F
l
G
線
や
B
点
付
近
が
短
区
間
南
北
直
線
を
し
め
し
、

E
l
D
間
も
東
西

に
ほ
ぼ
直
線
状
で
あ
る
。

F
か
ら
西
北
に
向
か
う
部
分
だ
け
が
平
野
川
の
旧
流
路
ぞ
い
に
蛇
行
す
る
の
を
除
く
と
、
他
は
い
ず
れ
も
耕
地

の
中
を
区
画
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
F
1
G
線
を
北
へ
延
長
さ
せ
る
と
C
点
を
通
っ
て
B
点
の
直
線
部
分
と
合
致
す
る
の
に
気
付
い
た
の

で、

F
l
G
線
を
南
へ
延
長
さ
せ
て
K
l
H
線
と
交
わ
る
点
を
T
と
し
て
み
た
。
そ
う
す
る
と
こ
の
B
l
c
l
F
I
G
-
T
線
は
真
北
を



さ
し
、

E
l
R
線
と
完
全
に
平
行
す
る
の
で
あ
る
。

B
l
D
聞
は
近
畿
日
本
鉄
道
布
施
駅
を
中
心
に
し
て
早
く
都
市
化
が
進
み
、
ま
た
D
l
F
聞
は
旧
巽
村
・
加
美
村
・
長
瀬
村
の
三
ケ
村

連
合
の
耕
地
整
理
が
昭
和
初
年
に
行
な
わ
れ
た
た
め
、

Bー

F
線
と
地
割
と
の
関
係
は
残
念
な
が
ら
詳
細
が
判
明
し
な
い
が
、
そ
れ
以
前

の
状
況
を
示
す
大
正
一

O
年
測
量
一
万
分
の
一
図
に
よ
れ
ば
、

B
1
C
聞
に
は
府
道
が
表
示
さ
れ
、
ま
た
D
点
の
や
や
南
方
の
南
蛇
草
付

近
で
D
l
F
線
と
合
致
す
る
里
道
が
部
分
的
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
南
か
ら
F
点
に
至
る
ま
で
、
旧
加
美
村
正
覚
寺
付
近
で
は

明
ら
か
に
D
l
F
線
と
条
里
地
割
線
と
が
異
な
っ
て
い
る
。
地
割
の
南
北
線
は
D
l
F
線
に
比
べ
て
真
北
よ
り
や
や
西
偏
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
渋
川
郡
条
里
の
方
位
線
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
F
1
T
聞
は
地
割
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
第
2
図
に
示

し
た
が
、

F
l
G
線
は
西
側
の
方
格
地
割
に
対
し
て
坪
区
画
の
中
央
を
南
北
に
通
じ
、
さ
ら
に
G
I
T
線
も
同
様
に
坪
区
画
の
真
中
と
な

る
。
し
か
し
F
l
G
線
は
東
側
の
地
割
と
整
合
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
F
l
G
線
を
へ
だ
て
て
東
と
西
の
地
割
が
南
北
線
に
半
町

幅
の
食
い
違
い
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
東
西
方
向
の
地
割
線
は
連
続
し
て
い
て
、
ま
た
半
町
の
南
北
線
の
食
い
違
い
も
H
点
東
方
で
解
消

古代の直線国境について

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
前
記
し
た
E
l
H
1
U
の
場
合
と
同
様
に
、
直
線
国
境
と
条
里
地
割
と
の
対
応
関
係
は
問
題
を
有
し
て
い
る

の
で
、
改
め
て
対
象
地
域
の
条
里
と
国
境
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

河
内
の
丹
比
郡
・
渋
川
郡
・
若
江
郡
、
摂
津
の
住
吉
郡
、
和
泉
の
大
鳥
郡
北
部
に
は
ほ
ぼ
正
方
位
系
統
の
地
割
が
分
布
し
て
い
る
。
天

坊
幸
彦
・
由
井
喜
太
郎
・
大
越
勝
秋
の
諸
氏
に
よ
る
研
究
が
公
刊
さ
れ
ハ
6
u
、

市
史
類
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
ず
河
内
丹
比
郡
と

摂
津
住
吉
郡
東
南
部
の
地
割
は
連
続
し
て
い
る
。
住
吉
郡
の
東
南
L
点
に
近
い
部
分
で
は
、
大
越
勝
秋
氏
の
言
及
し
た
よ
う
に
坪
並
は
西

13 

北
隅
の
起
点
一
坪
か
ら
南
へ
進
ん
で
東
北
隅
三
六
坪
で
終
わ
る
連
続
式
で
、
里
区
画
は
L
1
M
線
よ
り
六
町
間
隔
で
繋
合
す
る
が
、

K
l

L
線
、
ぞ
い
は
コ
一
町
幅
と
な
る
。
由
井
喜
太
郎
氏
は
開
口
神
社
文
書
「
朴
津
郷
壱
条
士
官
里
」
か
ら
み
て
L
1
V
線
を
一
条
基
準
に
と
っ
て
北
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へ
数
え
進
ん
だ
と
推
定
す
る
。

丹
比
郡
は
M
l
X
線
を
現
に
し
て
、
北
側
(
丹
北
郡
)
で
は
西
南
隅
を
一
坪
と
し
て
東
へ
進
み
西
北
隅
の
三
六
坪
で
終
わ
る
連
続
式
の

坪
並
を
と
り
、
条
は

K
l
L
線
を
一
条
起
点
と
し
て
東
へ
進
み
、
里
は

L
l
X
線
か
ら
北
へ
六
町
ご
と
に
固
有
名
詞
を
付
け
て
い
る
o
M

l
X
線
以
南
の
丹
南
・
八
下
郡
は
こ
れ
と
違
っ
て
、
東
南
隅
を
一
坪
と
し
て
北
へ
数
え
進
ん
で
西
南
隅
の
三
六
坪
で
終
わ
る
連
続
式
の
坪

並
で
、
固
有
名
詞
里
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
M
l
X
線
ぞ
い
は
南
北
幅
が
五
町
で
あ
り
、
里
区
画
は
南
北
線
が
M

l
X
線
以
北
と
二
町
差
を
み
せ
る
。

和
泉
大
鳥
郡
北
部
で
は
M
l
v
線
を
基
準
に
し
て
里
区
画
を
定
め
、
坪
並
は
西
北
隅
を
起
点
に
し
て
南
進
し
東
北
隅
で
終
わ
り
、
前
述

の
住
吉
郡
と
共
通
す
る
と
『
堺
市
史
』
が
記
し
て
い
る
が
、
地
割
の
南
北
線
は
真
北
よ
り
や
や
東
偏
す
る
。

E
l
H
線
以
北
の
住
吉
郡
は
里
区
画
が
大
和
川
以
南
か
ら
続
く
が
、
坪
並
が
東
南
隅
を
一
坪
起
点
と
し
て
北
へ
進
ん
で
西
南
隅
三
六
坪

で
終
わ
る
と
大
越
勝
秋
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
確
認
は
困
難
で
あ
っ
た
。

河
内
渋
川
郡
・
若
江
郡
に
つ
い
て
は
、
坪
並
は
東
南
隅
一
坪
か
ら
北
へ
進
ん
で
西
南
隅
三
六
坪
で
終
わ
る
連
続
式
が
共
通
し
て
お
り
、

南
か
ら
北
へ
条
を
数
詞
で
数
え
進
ん
で
旦
は
固
有
名
詞
呼
称
と
な
り
、
志
紀
郡
の
坪
並
は
東
南
隅
を
一
坪
と
し
て
西
へ
数
え
進
ん
で
東
北

隅
で
終
わ
る
連
続
式
を
と
る
と
大
越
勝
秋
氏
が
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
里
区
画
線
は
こ
の
三
郡
で
異
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
地
割
線

も
相
互
に
食
い
違
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
条
旦
の
概
要
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
丹
比
郡
に
お
け
る
条
旦
地
割
の
分
布
形
態
に
関
す
る
足
利
健
亮
氏
の
新
し
い
指

摘〈
7
〉
が
注
目
さ
れ
る
。
同
氏
は
地
割
分
布
を
ミ
ク
ロ
に
分
析
・
計
測
し
た
結
果
、

遺
構
と
し
て
認
め
ら
れ
る
方
格
地
割
は
M
l
x
(大

津
道
)
以
北
、
そ
れ
よ
り
南
の

Y
l
z
(
丹
比
道
)
ま
で
の
問
、
さ
ら
に

Y
l
Z
以
南
の
三
つ
の
地
区
に
お
い
て
地
割
南
北
線
が
僅
か
に



相
違
し
て
い
て
別
系
統
の
地
割
と
み
な
し
う
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
地
割
の
施
行
期
と
単
位
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
M
l
x
と
Y

l
z
と
の
間
隔
が
一
、
九

O
八
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
の
間
に
条
里
区
画
の
一
七
坪
が
配
列
し
て
い
る
の
で
一
坪
一
町
の
南
北
幅
が
一

O
九
メ

ー
ト
ル
よ
り
寸
の
び
と
な
っ
て
る
が
、

一
、
九

O
八
メ
ー
ト
ル
は
令
制
大
尺
の
一
町
H

一
O
六
メ
ー
ト
ル
の
丁
度
一
八
倍
の
数
値
で
あ
る

か
ら
、
大
津
道
と
丹
比
道
の
東
西
直
線
道
路
は
一
町
一

O
六
メ
ー
ト
ル
と
い
う
古
地
割
に
も
と
づ
い
て
一
八
町
間
隔
で
測
設
さ
れ
た
道
路

と
考
え
、
現
条
里
地
割
以
前
の
古
道
と
し
て
推
古
期
か
お
そ
く
と
も
天
智
・
天
武
期
ま
で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
。

こ
の
新
し
い
見
解
を
受
け
て
同
様
の
計
測
を
試
み
て
み
る
と
、

K
l
L
と
K
l
T
の
聞
が
全
く
同
じ
距
離
三
、
六

0
0
メ
ー
ト
ル
で
あ

(
一
万
分
の
一
大
阪
府
航
空
写
真
地
図
に
て
、
測
定
)
。

い
ず
れ
も
そ
の
聞
に
三
二
坪
半
の
現
条
里
地
割
が
配
列
し
て

い
る
。
そ
こ
で
三
、
六

0
0メ
ー
ト
ル
を
三
二
・
五
で
除
す
る
と
一
町
平
均
一
一

0
・
七
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、

る
こ
と
が
判
明
し
た

一
O
九
メ
ー
ト
ル
一
町
よ

り
寸
の
び
で
あ
る
が
、

一
町
一

O
六
メ
ー
ト
ル
で
除
す
る
と
約
三
四
町
(
四
メ
ー
ト
ル
不
足
)
と
い
う
結
果
と
な
る
。
ち
な
み
に
K

l町

古代の直線国境について

聞
は
一

O
六
メ
ー
ト
ル
一
町
で
三
五
町
、

k
l
R
聞
は
同
五

O
町
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
大
津
道
・
丹
比
道
の
場
合
、
ま
た
前

期
難
波
京
が
一

O
六
メ
ー
ト
ル
一
町
の
二
・
五
町
を
、
後
期
難
波
京
が
同
五
町
を
基
本
ユ
ニ
ッ
ト
に
し
た
プ
ラ
ソ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

と
同
様
に
、

B
I
T
-
K
I
L
l
M
l
V
の
直
線
国
境
が
一
町
一

O
六
メ
ー
ト
ル
の
古
地
割
で
計
測
さ
れ
て
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
み
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
、

一
町
一

O
六
メ
ー
ト
ル
の
古
地
割
は
単
な
る
計
画
プ
ラ
ン
の
基
本
単
位
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

方
格
地
割
の
施
行
を
伴
な
っ
た
も
の
で
、
前
記
し
た
E
l
U
線
や
F
l
T
線
に
整
合
し
た
地
割
系
統
は
こ
の
古
地
割
の
部
分
的
遺
構
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
な
お
H
l
U
線
東
半
は
渋
川
・
志
紀
の
郡
界
と
み
ら
れ
る
。

15 

こ
の
よ
う
な
推
測
を
立
て
る
場
合
に
、

L
l
k
、
K
l
T
が
三
四
町
で
測
設
さ
れ
た
理
由
と
T
l
B
国
境
の
後
世
に
お
け
る
変
化
を
ど
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う
説
明
し
う
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
S

|広
|
T
l
U
聞
に
お
け
る
東
西
走
の
直
線
古
道
の

存
在
を
あ
げ
て
み
た
い
O
K
点
の
東
西
に
は
八
尾
街
道
が
地
形
図
に
み
え
、
こ
の
道
は
西
方
へ
上
町
台
地
を
直
線
に
進
み
、
寺
岡
(
現
西

長
居
町
)
集
落
付
近
で
斜
行
し
た
あ
と
ま
た
真
西
に
向
か
っ
て
住
吉
大
社
に
達
し
て
い
る
。
住
吉
社
の
東
に
は
千
田
稔
氏
に
よ
り
住
吉
郡

家
が
比
定
さ
れ
、
ま
た
住
吉
社
の
す
ぐ
南
の
細
江
川
河
口
が
住
吉
津
と
推
定
さ
れ
て
い
る
宮
)
O

寺
岡
集
落
南
か
ら
斜
行
せ
ず
真
西
に
向
か

う
と
こ
の
住
吉
津
に
到
着
し
、
そ
の
間
地
形
図
上
に
小
径
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
雄
略
一
四
年
紀
に
は
呉
国
の
使
者
が
住
吉
津
に
到
来
し

た
際
に
関
連
記
事
と
し
て
「
為
ニ
呉
客
道
「
通
ニ
磯
歯
津
路
「
名
ニ
呉
坂
こ
と
あ
る
。
こ
の
磯
歯
津
路
を
住
吉
津
か
ら
東
へ
向
か
う
古
道
、

す
な
わ
ち
S
l
k
l
U
道
路
に
あ
て
、
呉
坂
は
上
町
台
地
を
横
切
る
地
点
か
、
万
葉
集
巻
二

O
、
四
四
五
七
歌
の
題
詞
に
み
え
る
伎
人
郷

が
喜
連
町
に
比
定
さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
が
位
置
を
推
測
し
た
喜
連
町
付
近
と
す
れ
ば
、
瓜
破
の
低
位
段
丘
を
横

切
る
地
点
か
い
ず
れ
か
と
解
さ
れ
る
。
古
代
の
要
津
た
る
住
吉
津
と
大
和
を
結
ぶ
最
短
コ

l
ス
と
し
て
、

S
か
ら
長
瀬
川
河
岸
の
U
点
な

い
し
生
駒
西
麓
ま
で
の
直
線
路
が
国
境
と
相
関
連
し
て
測
設
さ
れ
て
L
l
k
間
隔
三
四
町
、
そ
れ
と
同
距
離
を
と
っ
て

K
|
T
間
隔
が
決

定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
次
の
B
l
T
国
境
か
ら
B
1
C
1
D
I
E
-
F
l
H
国
境
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
充
分

説
明
し
う
る
解
答
を
用
意
で
き
て
い
な
い
。

D
l
F
以
西
の
地
の
摂
津
か
ら
河
内
へ
の
所
属
変
更
は
、
後
期
難
波
京
の
首
都
に
準
ず
る
政

治
都
市
と
し
て
の
機
能
の
喪
失
後
、
摂
津
国
百
済
郡
の
地
が
河
内
国
渋
川
郡
に
併
合
さ
れ
る
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
臆
測
を
立
て
て
い
る
も
の
の
、
後
日
改
め
て
再
論
し
て
み
た
い
。

以
上
摂
河
原
の
国
境
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、

一
町
H

一
O
六
メ
ー
ト
ル
の
古
地
割
を
基
本
単
位
と
し
て
、
難
波
京
の
都
市
プ
ラ
ン

と
難
波
を
大
和
と
結
ぶ
直
線
道
路
の
測
設
と
相
関
連
し
て
、
摂
津
・
河
内
の
国
境
が
直
線
的
に
計
画
・
測
設
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
そ

れ
は
時
期
的
に
天
智
天
武
期
な
い
し
孝
徳
期
頃
ま
で
遡
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
定
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
遅
れ
て
和
泉
・
河



内
の
国
境
が
八
世
頃
中
葉
に
道
路
の
建
設
と
関
連
し
て
直
線
状
に
画
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
備
前
・
備
中
・
備
後
の
国
境

備
前
・
備
中
の
国
境
を
第
3
図
、
備
中
・
備
後
の
国
境
を
第

4
図
に
示
し
た
。
前
者
は
岡
山
平
野
西
部
、
後
者
は
岡
山
県
の
高
梁
川
水

系
の
小
田
川
河
谷
と
広
島
県
の
芦
田
川
下
流
の
神
辺
平
野
と
の
聞
の
通
谷
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ら
の
国
境
に
つ
い
て
は
既
に
『
岡
山
市
史

-
古
代
編
』

(
昭
和
三
七
年
)

の
中
で
、
石
田
寛
氏
が
条
里
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、

い
わ
ば
追
跡
調
査
の

形
を
と
っ
て
取
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

備
前
・
備
中
国
境
は
明
治
二
八
年
測
図
二
万
分
一
地
形
図
に
よ
れ
ば
、
第
3
図
の
よ
う
に
東
北
麓
に
士
口
備
津
彦
神
社
と
西
北
麓
に
吉
備

津
神
社
が
鎮
座
す
る
吉
備
中
山
を
通
っ
て
、
北
北
西
か
ら
南
南
東
へ
の
び
て
い
る
。
こ
の
う
ち
吉
備
中
山
の
北
側
に

A
1
B
、
南
側
に
C

l
D
の
直
線
国
境
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
備
前
側
は
津
高
郡
と
御
野
郡
、
備
中
側
は
賀
陽
郡
と
都
字
郡
と
な
る
。
こ
の
付
近
の
条
里

古代の直線国境について

に
つ
い
て
は
永
山
卯
三
郎
氏
ハ
9
V
『
岡
山
市
史
』
、
後
神
三
千
子
氏
自
〉
な
ど
の
研
究
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

『
岡
山
市
史
』
は
津
高
郡
の
笹
瀬
川
に
合
流
す
る
中
川
・
砂
川
流
域
(
一
宮
町
)

の
条
里
を
「
駅
家
郷
条
里
」
と
よ
び
、
地
割
南
北
線

が
二
三
度
西
偏
し
て
坪
並
が
西
北
隅
を
起
点
と
し
て
東
進
し
て
西
南
隅
で
終
わ
る
連
続
式
で
あ
る
と
述
べ
、
東
西
線
の
基
準
が
吉
備
津
彦

神
社
参
道
に
、
南
北
線
の
基
準
が
A
1
B
直
線
国
境
に
求
め
ら
れ
る
と
言
う
。
こ
れ
を
受
け
て
国
境
付
近
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
を
調
べ

て
W
l
x
l
y
の
ル

I
ト
を
想
定
し
た
足
利
健
亮
氏
白
〉
は
、
「
直
線
道
路
が
備
前
・
備
中
の
国
界
で
屈
折
せ
ず
、
且
つ
少
な
く
と
も
備
前

の
部
分
で
は
旦
の
界
線
を
な
し
」
、
「
里
の
界
線
に
一
致
す
る
こ
と
は
こ
の
線
が
条
里
施
行
と
同
時
期
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
山
陽
道
で
あ
っ

17 

て
、
こ
の
道
を
基
線
に
条
里
施
行
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
、
「
ま
た
備
前
・
備
中
両
国
界
が
道
路
お
よ
び
地
割
方
位
の
急
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第 3図備前・備中の国境



変
点
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
分
国
(
吉
備
国
の
)
が
古
道
設
置
・
条
里
施
行
に
遅
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
足
利
氏
の
山
陽
道
と
条
里
施
行
と
の
関
係
は
理
解
し
う
る
が
、
山
陽
道
の
屈
折
点
Y
は
名
越
山
の
平
野
に
の
ぞ

む
南
端
山
脚
で
、

し
た
が
っ
て
山
陽
道
は
X
点
か
ら
国
境
を
西
へ
こ
え
て
Y
点
ま
で
直
進
す
る
が
、
備
前
側
の
条
里
地
割
は
国
境
以
西
の

備
中
側
に
は
認
め
ら
れ
ず
国
境
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
直
線
国
境
の
設
置
は
備
前
側
の
条
里
施
行
と
同
時
期
と
考
え
て
支

障
は
な
い
も
の
と
思
う
。

c
l
D
国
境
に
目
を
転
ず
る
と
、
こ
こ
は
足
守
川
と
笹
瀬
川
の
合
流
点
に
近
い
低
湿
地
で
あ
る
。
境
目
川
と
よ
ぶ
水
路
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
こ
の
直
線
国
境
に
つ
い
て
、

『
岡
山
市
史
』
は
「
こ
の
国
境
の
北
に
も
南
に
も
神
社
が
あ
り
、
古
代
人
の
国
境
に
対
す
る
考
え
方
を
知

る
一
端
と
も
な
ろ
う
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
条
里
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
国
境
周
辺
を
無
条
里
地
帯
と
み
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
山
卯
三
郎
氏
が
西
の
吉
備
町
側
に
お
い
て
、

「
都
窪
郡
吉
備
町
条
里
遺
世
図
」
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
航
空
写
真
と
二
、

五
O
O分
の
一

「
岡
山
市
域
図
」
に
よ
っ
て
地
割
を
検
出
し
て
み
る
と
、
永
山
氏
の
い
う
備
中
側
の
み
な

古代の直線国境について

ら
ず
、
東
の
備
前
側
に
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
図
示
し
た
よ
う
に
地
割
分
布
は
複
雑
な
形
態
を
示
し
、
明
ら
か
に
菱
形
変
形
を
呈
す

る
地
割
も
検
出
さ
れ
た
。

備
中
側
で
は
日
畑
東
組
か
ら
庭
瀬
と
下
撫
川
の
聞
を
通
っ
て
足
守
川
に
合
す
る
旧
河
道
(
賀
陽
・
都
宇
郡
界
)
以
東
と
以
西
で
は
明
ら

か
に
地
割
方
位
線
が
異
な
る
。
都
宇
郡
条
旦
は
途
中
で
別
系
統
の
地
割
を
挟
み
な
が
ら
ほ
ぼ
倉
敷
旧
市
街
の
北
方
ま
で
連
続
す
る
。
士
口
備

中
山
南
方
の
条
里
地
割
(
旧
庭
瀬
村
、
賀
陽
条
皇
と
呼
ぶ
)
は
西
か
ら
東
へ
南
北
方
位
線
が
西
偏
度
を
や
や
強
め
つ
つ
国
境
の
西
約
三

l

四
町
ま
で
連
続
す
る
。

19 

備
前
で
は
国
境
線
に
整
合
す
る
地
割
が
笹
瀬
川
ま
で
分
布
す
る

(
白
石
条
里
と
呼
ぶ
)
が
、
上
久
米
以
南
で
は
方
格
地
割
は
明
瞭
で
は
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な
く
な
り
、
北
は

c
l
E
の
行
政
界
で
前
記
し
た
山
陽
道
を
基
準
に
し
た
条
里
地
割
(
津
高
郡
主
条
里
と
呼
ぶ
)
と
不
整
合
に
接
す
る
。

ま
た
地
割
の
一
部
は
国
境
を
僅
か
に
こ
え
て
賀
陽
条
里
と
不
整
合
に
接
し
て
い
る
。
こ
こ
の
大
字
白
石
に
は
一
ノ
坪
か
ら
三
六
坪
ま
で
一

里
分
の
坪
名
が
小
字
で
全
部
そ
ろ
っ
て
お
り
、
こ
の
里
に
接
す
る
国
境
ぞ
い
に
も
六
ノ
坪
・
七
ノ
坪
・
一
八
の
字
名
が
遺
存
す
る
。
坪
並

は
津
高
郡
主
条
里
と
同
じ
で
あ
る
。
笹
瀬
川
左
岸
の
野
山
に
は
菱
形
の
地
割
が
分
布
し
、
こ
れ
は
南
の
野
殿
地
区
の
笹
瀬
川
曲
流
部
(
埋

立
ら
れ
区
画
整
理
さ
れ
て
治
誠
)
内
の
菱
形
地
割
と
連
続
す
る

(
大
安
寺
条
里
と
よ
ぶ
)
。

」
こ
は
条
里
地
割
と
す
る
の
に
た
め
ら
う
ほ

ど
の
菱
形
形
態
を
示
す
が
、
一
二
之
坪
・
一
五
町
・
二
ハ
町
・
廿
町
の
小
字
位
置
が
御
野
郡
主
条
里
や
津
高
郡
主
条
里
の
坪
並
と
同
じ
な
の

で
、
条
里
地
割
と
判
断
し
た
。
東
の
岡
山
市
中
心
市
街
地
の
北
お
よ
び
西
の
条
里
地
割
は
正
方
位
を
示
す
地
割
系
統
で
あ
る
が
、
市
街
地

南
方
で
は
方
位
線
が
相
違
し
て
く
る
の
と
同
様
に
、
第
3
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
矢
坂
山
南
方
で
地
割
の
食
い
違
い
が
み
ら
れ
、
国
鉄
山

陽
本
線
以
南
で
も
地
割
方
位
線
が
異
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
複
雑
な
条
里
地
割
の
分
布
は
そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
時
期
の
差
を
暗
示
す
る
が
、
す
べ
て
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か

し
た
だ
一
つ
、

『
岡
山
市
史
』
が
引
用
し
位
置
を
比
定
し
た
長
江
原
と
比
美
葦
原
が
参
考
と
な
る
。
天
平
二

O
年
(
七
四
八
)

の
大
安
寺

伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
(
「
寧
楽
遺
文
』
中
巻
所
載
)

に
備
前
国
墾
田
一
五

O
町
(
開
二
三
町
、
未
開
一
二
七
町
)
が
上
道
郡
五

O
町
と

並
ん
で
、
「
御
野
郡
五

O
町

長
江
葦
原

東
丹
比
真
人
墾
田

西
津
高
江

南
海

北
石
木
山
之
限
、
津
高
郡
五

O
町

比
美
葦
原

東

堺
江

西
備
中
堺

南
海

北
山
井
百
姓
墾
田
堤
之
限
」
に
も
存
在
す
る
と
記
す
る
の
で
、
津
高
堺
江
の
「
笹
ケ
瀬
川
が
入
江
状
に
入
込

み
、
左
岸
に
長
江
原
、
右
岸
に
比
美
葦
原
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
り
」
と
『
岡
山
市
史
』
が
述
べ
て
い
る
。
私
は
こ
の
比
定
を
一
歩
進
め

て
、
天
平
二

O
年
段
階
で
部
分
的
で
あ
っ
た
両
葦
原
の
墾
田
開
発
が
、
そ
の
後
も
進
め
ら
れ
て
条
里
地
割
が
施
行
さ
れ
た
結
果
が
、
大
安

寺
条
里
と
白
石
条
皇
系
統
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
い
。
比
美
葦
原
の
北
を
な
す
百
姓
墾
田
堤
は

C
l
E
の
行
政
界
に
相
当
す
る
も
の



で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
平
二

O
年
に
す
で
に
固
定
し
て
い
た
国
境
が
比
美
葦
原
の
墾
田
開
発
に
よ
る
条
里
地
割
施
行
|
八
世
紀
後

半

l
に
関
連
し
て
直
線
国
境
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
『
岡
山
市
史
・
政
治
編
』
は
、
こ
こ
に
は
近
世
に
三
回

の
国
境
紛
争
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
備
中
側
か
ら
備
前
側
へ
流
れ
こ
む
悪
水
の
排
水
問
題
を
め
ぐ
る
紛
争
で
、
そ
の
経
緯
か
ら
み
て

国
道
2
号
線
以
南
の
方
格
地
割
が
明
瞭
で
な
い
部
分
の
国
境
は
、
こ
う
し
た
数
次
の
紛
争
に
よ
っ
て
固
定
し
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
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次
に
備
中
・
備
後
の
国
境
(
岡
山
・
広
島
県
境
)
を
第

4
図
に
つ
い
て
み
る
。
井
原
市
の
井
原
町
か
ら
高
屋
町
を
へ
て
神
辺
平
野
の
西

南
西
の
方
向
へ
、
谷
中
分
水
界
を
伴
な
う
断
層
性
の
狭
い
谷
筋
が
通
じ
て
い
る
。
こ
の
通
谷
を
横
切
っ
て
短
か
い
直
線
国
境
A
l
B
が
認

め
ら
れ
る
。
神
辺
平
野
に
お
け
る
南
北
方
位
線
が
東
偏
す
る
条
里
地
割
の
分
布
は
納
所
ま
で
で
、
井
原
町
か
ら
こ
の
納
所
ま
で
は
、
こ
れ

と
は
別
系
統
の
条
里
地
割
が
認
め
ら
れ
る
。
狭
長
な
分
布
を
み
せ
る
こ
の
条
里
地
割
は
一
見
す
る
と
連
続
し
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
東

部
の
井
原
町
付
近
の
地
割
に
比
べ
、
上
出
部
町
か
ら
下
出
部
町
を
堺
に
し
て
以
西
の
地
割
は
南
北
地
割
線
の
西
偏
度
が
大
き
く
な
り
、
ま

た
国
境
の
西
と
東
で
は
明
ら
か
に
地
割
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
国
境
の
東
と
西
の
地
割
が
南
北
地
割
線
で
約
半
町
、
東
西
線
で
約

-
/
4
町
の
食
い
違
い
を
み
せ
る
。
国
境
線
は
備
中
側
の
地
割
と
整
合
す
る
。
こ
の
付
近
の
条
里
の
坪
並
と
呼
称
法
は
残
念
な
が
ら
不
明

で
あ
る
が
、
備
中
側
の
条
里
地
割
施
行
と
同
時
期
か
そ
れ
に
先
行
し
て
直
線
国
境
の
固
定
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
備
後
側
の
地

割
は
備
中
側
に
や
や
遅
れ
て
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
の
国
境

明
治
三
三
年
測
図
正
式
二
万
分
一
地
形
図
に
よ
る
と
、
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
の
三
国
の
国
境
は
第
5
図
の
通
り
で
あ
る
。
筑
紫
平
野
東

北
部
の
い
わ
ゆ
る
北
野
平
野
に
あ
る
。
国
境
に
接
す
る
の
は
筑
前
の
御
笠
・
夜
須
・
下
座
郡
、
筑
後
の
御
原
・
御
井
郡
、
肥
前
の
基
捧
郡

で
、
直
線
国
境
は

A
l
B
線
が
き
わ
め
て
明
瞭
で
、
小
径
な
い
し
水
路
が
走
り
、

D
l
E
線
も
ほ
ぼ
直
線
に
近
い
。

A
l
B
国
境
を
条
里
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
米
倉
二
郎
氏
自
)
は
、
こ
の
直
線
国
境
は
真
北
を
さ
し
、
肥
前
側
で
は
こ
れ
を
一
条
の
基
線

に
し
て
西
へ
条
を
数
え
進
み
、
坪
並
は
東
北
隅
を
一
坪
起
点
と
し
て
西
へ
進
ん
で
東
南
隅
三
六
坪
で
終
わ
る
連
続
式
で
あ
り
、
筑
後
側
で

は
御
原
郡
条
里
の
坪
並
が
同
様
に
国
境
を
基
準
に
と
り
、
西
南
隅
が
一
坪
起
点
と
な
っ
て
東
へ
進
み
西
北
隅
三
六
坪
で
終
わ
る
の
で
、
両
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国
の
条
里
は
同
時
に
施
行

さ
れ
て
、
国
境
が
条
里
の

界
線
を
利
用
し
た
と
推
定

し
、
さ
ら
に
こ
の

A
l
B

綜
を
南
下
さ
せ
る
と
筑
後

筑前・筑後・肥後の国境

国
府
に
到
達
す
る
と
述
べ

て
い
る
。
た
だ
航
空
写
真

で
条
里
地
割
の
分
布
を
調

べ
て
み
る
と
、
筑
後
側
で

は
北
か
ら
段
丘
面
が
南
へ

張
り
出
し
て
く
る
の
で
、

第5図

国
境
線
、
ぞ
い
に
は
地
割
が

き
め
て
僅
か
し
か
遺
構
を

と
ど
め
ず
、
地
割
分
布
は

も
っ
ぱ
ら
宝
満
川
以
東
に

広
が
っ
て
い
る
。
肥
前
側

と
筑
後
御
原
郡
に
お
い
て
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米
倉
氏
は
里
の
東
西
区
画
線
が
二
町
差
を
も
っ
と
い
っ
て
い
る
が
、
御
原
郡
と
御
井
郡
と
の
間
で
も
里
区
画
線
が
食
い
違
う
と
日
野
尚
志

氏
が
図
示
し
て
い
る
ハ
日
。

に
か
く
、

一
町
方
格
の
地
割
は
こ
の
二
郡
に
お
い
て
正
方
位
を
示
し
て
連
続
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。

こ
の

A
l
B
直
線
国
境
の
画
定
は
、
肥
前
・
筑
後
の
二
国
四
郡
に
ま
た
が
る
正
方
位
条
里
地
割
の
施
行
と
同
時
期
、
同
一
計
画

し
か
し
、

と

に
も
と
づ
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
筑
前
・
筑
後
の
国
境
は
部
分
的
に
D
l
E
間
に
て
直
線
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
は
出
入
り
が
あ
る
。

B
点
以
北
は
筑

前
・
肥
前
の
国
境
と
な
っ
た
背
振
山
地
が
突
出
し
て
く
る
の
で
、
こ
の
一

0
0メ
ー
ト
ル
以
下
の
低
山
地
を
複
雑
に
屈
折
し
て
D
点
に
至

り
、
宝
満
川
ぞ
い
の
氾
濫
原
を
横
切
っ
て
東
南
方
向
に
進
み
、
城
山
(
花
立
山
、

一三

0
・
六
メ
ー
ト
ル
)
を
こ
え
る
。
こ
こ
か
ら
低
位

段
丘
面
を
E
点
ま
で
進
み
、
あ
と
は
K
I
L
l
M
と
小
石
原
川
・
筑
後
川
ぞ
い
の
低
地
を
通
過
し
て
い
る
。

筑
前
国
で
は
大
宰
府
に
つ
づ
い
て
御
笠
郡
南
部
に
正
方
位
条
里
地
割
の
分
布
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
門
日
。
し
か
し
、

夜
須
郡
で
は
、

筑

紫
野
市
二
日
市
か
ら
東
南
東
へ
の
び
る
三
郡
断
層
崖
を
刻
ん
で
流
下
す
る
小
石
原
川
・
宝
満
川
が
つ
く
る
扇
状
地
の
地
形
面
に
規
制
さ
れ

て
、
条
里
地
割
は
南
北
線
が
真
北
か
ら
か
な
り
東
偏
す
る
。
小
石
原
川
ぞ
い
の
甘
木
市
で
は
そ
の
遺
構
が
整
然
と
広
い
範
囲
に
展
開
す
る

が
、
宝
満
川
流
域
で
は
断
層
崖
下
に
段
丘
面
が
は
り
出
し
て
く
る
の
で
、
分
布
は
小
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
甘
木
市
と
そ
の
南
の
太
万
洗
町
付
近
に
お
い
て
条
里
地
割
(
坪
並
、
条
里
呼
称
は
未
調
査
)

の
分
布
を
調
べ
て
い
る
と
、
次

中
心
市
街
地
の
北
方
か
ら
の
び
て
く
る
も
の
で
、

の
よ
う
な
事
実
に
注
意
を
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
事
実
関
係
は
第
6
図
に
提
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
図
の
北
部
の
条
里
地
割
は
甘
木
市

一
方
、
図
の
西
南
部
の
地
割
は
筑
後
御
原
郡
の
正
方
位
系
統
の
延
長
部
分
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
地
割
系
統
が
O
l
Q
聞
で
不
整
合
に
接
す
る
。
し
か
も
O
点
お
よ
び
p
l
Q
聞
に
明
確
な
直
線
畦
畔
が
存
在
し
て
二
つ
の
地
割

を
分
ち
、
両
者
の
畦
畔
が
小
石
原
川
を
お
い
て
完
全
に
直
線
で
連
な
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
ま
た
正
方
位
条
里
系
統
は
R
l
L
聞
を
へ
だ
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て
て
東
側
の

筑前・筑後国境と条竪地割の分布(記号と線表示は~}5 図と同じ)

真
北
か
ら
や

や
西
偏
し
た

地
割
系
統
と

不
整
合
関
係

を
示
し
、
こ

こ
に
も
、

R

点
と
E
l
L

聞
に
直
線
畦

畔
が
介
在
し

て
二
つ
の
地

割
を
分
つ
の

で
あ
る
。
明

治
三
三
年
地

形
図
は
筑
前

第 B図

-
筑
後
国
境

を
H
1
J
|
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区

l
L
l
M
と
示
し
て
い
る

(
現
在
甘
木
市
と
太
万
洗
町
の
行
政
界
)
。
正
方
位
条
里
地
割
は

H
l
J
の
現
国
境
と
関
係
な
く
北
へ
の
び

る
の
に
対
し
て
、

K
l
L
聞
で
は
東
と
西
の
地
割
を
分
つ
畦
畔
と
現
国
境
が
合
致
し
、
ま
た

p
l
Q畦
畔
の
一
部
が
郡
境
と
一
致
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、

o
l
y
l
L
線
を
原
初
国
境
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

o
i
y
線
を
北
西
に
の
ば
し
て
み
る
と
、
第

5
図
の

如
く
城
山
頭
F
点
と
G
点
で
現
国
境
と
一
致
し
、

さ
ら
に

E
l
D
直
線
国
境
と
も
合
致
す
る
の
に
気
付
い
た
。
こ
の
線
を
さ
ら
に
延
長
さ

せ
る
と
、
筑
紫
神
社
北
側
X
点
で
、

A
l
B
国
境
の
北
延
長
線
と
交
会
す
る
。

筑
紫
を
な
の
る
集
落
を
す
ぐ
近
く
に
控
え
る
延
喜
式
名
神
大
社
筑
紫
神
社
に
つ
い
て
『
筑
後
国
風
土
記
逸
文
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。筑

後
の
国
は
、
本
、
筑
前
の
国
と
合
せ
て
一
つ
の
国
た
り
き
。
昔
此
の
両
の
国
の
聞
の
山
に
峻
し
く
狭
き
坂
あ
り
て
〈
中
略
)
。
昔
此
の
堺
の
山
に
食
猛

神
あ
り
、
往
来
の
人
、
半
ば
生
き
、
半
ば
死
に
き
(
中
略
)
。
時
に
筑
紫
君
・
肥
君
等
占
へ
て
、
筑
紫
君
等
が
祖
袈
依
姫
を
祝
と
為
し
祭
ら
し
め
き
(
中

略
)
。
是
を
以
ち
て
筑
紫
の
神
と
臼
ふ
。

般
し
く
狭
き
坂
が
ど
こ
に
当
た
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
筑
紫
神
社
の
位
置
が
筑
前
・
筑
後
国
境
に
近
接
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ

り
、
神
社
位
置
を
基
点
と
し
て

v
l
x
l
Y
1
Z
と
い
う
原
初
直
線
国
境
を
想
定
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

X
点
付
近
は
一

0
0
メ
ー
ト
ル
以
下
と
は
い
え
山
地
で
あ
り
、
地
形
を
無
視
し
て
直
線
国
境
を
固
定
す
る
と
い
う
点
で
の
疑
問
、
さ
ら
に

直
線
国
境
屈
折
点
Y
位
置
が
ど
の
よ
う
な
有
意
な
地
点
で
あ
る
の
か
、

x
l
y
-
Y
|
Z
の
方
位
線
の
意
味
す
る
所
は
何
か
と
い
っ
た
疑

点
が
残
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
位
線
や
屈
折
点
が
か
え
っ
て
古
代
の
国
境
決
定
の
官
僚
的
機
械
的
あ
り
方
を
示
唆

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、

D
l
E
線
と

O
l
y
l
L
推
定
国
境
は
周
辺
の
条
里
地
割
に
先
行
す
る
測
設
で
あ
る
の
は
確
か
で
、
筑
前
・
筑
後
と
肥
前
・
肥



後
の
両
国
境
を
同
一
時
期
と
す
れ
ば
、
正
方
位
条
里
で
も
肥
前
側
に
比
べ
て
筑
後
御
原
郡
側
、
お
よ
び
筑
前
夜
須
郡
の
斜
行
地
割
は
施
行

が
遅
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

B
l
x
の
北
の
延
長
線
を
境
と
し
て
、
以
西
と
以
東
の
条
里
地
割
の
方
位
線
が
異
な
る
(
不
整
合
に

接
す
る
の
で
は
な
い
が
)

の
で
、
御
笠
郡
と
夜
須
郡
境
が
こ
の
付
近
に
当
初
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
追
加
し

て
お
く
。五

、
結

語

以
上
、
地
形
図
に
表
現
さ
れ
た
直
線
国
境
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
、
不
十
分
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
個
別
に
吟
味
し
て
き
た
。
そ
の
結

果
は
、
多
分
に
予
察
や
推
測
を
ま
じ
え
な
が
ら
も
、
律
令
国
家
の
地
方
行
政
組
織
た
る
国
郡
里
制
段
階
に
遡
ら
し
う
る
こ
と
を
確
認
で
き

た
。
す
な
わ
ち
、
平
坦
な
沖
積
平
野
や
起
伏
差
の
小
さ
い
段
丘
面
を
分
割
し
て
国
境
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
地
割
制
の
施
行
と
ほ
ぼ
同

古代の直線国境について

一
時
期
に
相
関
連
し
て
直
線
国
境
が
測
設
・
固
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
地
割
制
は
、
備
前
・
備
中
、
備
中
・
備
後
、
筑
後

・
肥
前
の
国
境
で
は
現
存
条
里
地
割
遺
構
で
あ
る
が
、
摂
津
・
河
内
の
国
境
は
現
存
条
里
地
割
以
前
の
令
大
尺
に
よ
る
一
町
H

一
O
六
メ

ー
ト
ル
の
古
地
割
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
古
地
割
と
現
存
条
里
地
割
の
施
行
時
期
は
、
奈
良
盆
地
に
あ
っ
て
は
前
者
が
藤
原
京
造
営

以
前
、
後
者
が
平
城
京
造
蛍
か
ら
長
岡
京
遷
都
ま
で
の
期
間
と
み
な
し
う
る
の
で
|
|
藤
原
京
域
に
は
廃
都
後
に
条
里
地
割
が
施
行
さ
れ

て
い
る
の
に
、
平
城
京
域
に
は
条
里
地
割
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
い
の
を
主
た
る
理
由
と
し
て
|
|
、
大
阪
平
野
側
を
も
ほ
ぼ
同
時
期
と
す

れ
ば
、
難
波
京
や
古
道
の
測
設
と
も
結
び
つ
い
て
、
摂
津
・
河
内
の
直
線
国
境
を
天
智
・
天
武
期
な
い
し
孝
徳
期
に
措
定
す
る
の
が
可
能

と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
直
線
国
境
と
現
存
条
里
地
割
が
整
合
す
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
直
線
国
境
画
定
、
地
割
施
行
の
時
期

27 

を
決
め
難
い
が
、

七
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
吉
備
・
筑
紫
・
火
の
分
割
・
分
国
自
〉
と
同
時
期
に
推
定
す
る
の
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
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え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
条
里
地
割
と
合
致
す
る
場
合
で
も
、
備
前
・
備
中
国
境
の
吉
備
中
山
以
南
の
部
分
は
八
世
紀
後
半
ま
で
下
ら
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
割
遺
構
の
な
い
台
地
面
を
直
進
す
る
河
内
・
和
泉
国
境
は
、

八
世
期
中
葉
の
和
泉
国
分
国
時
の
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
筑
前
・
筑
後
の
国
境
は
周
辺
の
条
里
地
割
施
行
に
先
行
す
る
画
定
と
結
論
し
た
。

国
郡
制
確
立
期
か
ら
八
世
紀
後
半
に
至
る
直
線
国
境
の
存
在
は
、
旧
稿
で
述
べ
た
直
線
郡
境
の
あ
り
方
自
〉
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、

主
と
し
て
「
山
河
を
隔
い
て
国
県
を
分
つ
」
と
い
う
観
念
に
も
と
づ
い
て
、
国
郡
の
領
域
・
境
界
画
定
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
と

併
行
し
て
、
地
割
制
施
行
と
相
関
連
し
て
直
線
境
界
と
幾
何
学
的
な
形
態
の
領
域
を
有
す
る
地
方
行
政
区
画
を
計
画
的
に
編
成
し
、
土
地

利
用
の
進
ん
だ
耕
地
の
徹
底
し
た
画
一
的
・
官
僚
的
掌
握
を
進
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
国
家
の
空
間
的
。
・
地
域
的
な

構
造
は
、
政
治
的
・
計
画
的
原
理
が
す
ぐ
れ
て
優
先
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
問
題
は
、
直
接
国
境
が
都
城
・
古
道
と
結
び
つ
く
事
例
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
都
市
・
交
通
路
・
古
社
寺
や
下
位
行

政
組
織
た
る
郡
里
制
な
ど
を
含
め
た
。
広
い
意
味
で
の
地
誌
的
な
研
究
を
進
め
る
な
か
で
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
こ
の
研
究
を
進
め
る
に
当
っ
て
、
大
阪
市
土
木
局
土
木
部
主
幹
芦
見
忠
志
、
同
土
木
局
管
理
部
管
理
課
明
一
部
係
長
戸
田
富
雄
、
同
総
合
計
画

局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
長
塩
谷
馨
、
同
東
住
吉
区
役
所
税
務
課
長
乾
正
男
、
同
住
吉
区
役
所
税
務
課
長
矢
田
谷
健
之
、
大
阪
府
企
画
部
企
画
室
総

合
計
画
課
参
事
竹
内
壮
彦
、
岡
山
市
建
設
局
参
事
上
野
義
巳
、
同
総
務
局
財
務
部
資
産
税
課
課
長
補
佐
白
崎
治
、
久
留
米
市
教
委
半
田
豊
・
古
賀
寿
、

鳥
栖
市
税
務
課
長
古
沢
義
之
、
基
山
町
総
務
課
長
天
本
種
美
、
筑
紫
野
市
市
長
公
室
長
小
山
田
忠
、
小
郡
市
都
市
計
画
課
長
田
龍
好
夫
、
同
税
務
課
長

重
松
大
典
な
ど
の
諸
氏
に
現
地
調
査
の
折
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

i主



(
1
)

成
務
紀
五
年
秋
九
月
条
。

(
2
)

岸
俊
男
「
難
波
|
大
和
古
道
略
考
」
『
小
一
葉
回
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
、
昭
和
四
五
年
。
同
氏
「
古
道
の
歴
史
」
『
古
代
の
日
本

畿
』
、
昭
和
四
五
年
。

(
3
)

岸
俊
男
氏
の
前
掲
論
文

(
2
)
。
足
利
健
亮
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
び
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
関
す
る
若
干
の
覚
書
」
『
社
会
科
学
論
集
』
創
刊

号
、
昭
和
四
五
年
。

(
4
)

沢
村
仁
「
難
波
京
と
難
波
宮
」
『
大
阪
建
設
業
会
誌
』
二
二
巻
八
号
、
昭
和
四
四
年
。
藤
岡
謙
二
郎
「
古
代
の
難
波
京
域
を
中
心
と
し
た
若
干

の
歴
史
地
理
学
的
考
察
」
『
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
人
文
地
理
学
論
叢
』
、
昭
和
四
六
年
。
木
原
克
司
「
難
波
京
域
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
昭

和
四
八
年
度
大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
修
土
論
文
。

(
5
)

足
利
健
亮
「
摂
河
泉
の
古
代
地
理
」
、
人
文
地
理
学
会
歴
史
地
理
部
会
、
昭
和
四
七
年
九
月
発
表
。

(
6
)

天
坊
幸
彦
『
上
代
浪
華
の
歴
史
地
理
的
研
究
』
、
昭
和
一
一
一
一
年
。
白
井
喜
太
郎
「
摂
州
住
吉
郡
と
百
済
郡
」
『
上
方
』
六
二
号
、
昭
和
一
一
年
。

同
氏
「
河
内
国
条
旦
の
研
究
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
号
、
昭
和
三

O
年
。
大
越
勝
秋
「
大
阪
市
域
の
条
毘
制
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
四
号
、
昭

和
三
七
年
。
同
氏
「
河
内
闘
に
お
け
る
条
里
制
補
選
一
|
五
」
『
社
会
科
研
究
』
九

1
一
三
号
、
昭
和
四
二

I
四
六
年
。

(
7
)

足
利
健
亮
「
摂
河
泉
の
古
代
地
理
」
前
掲
。

(
8
)

千
田
稔
「
古
代
港
津
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
|
瀬
戸
内
に
お
け
る
港
津
祉
比
定
を
中
心
と
し
て

l
」
『
史
林
』
五
三
巻
一
号
、
昭
和
四
五
年
。

(
9
)

永
山
卯
三
郎
『
岡
山
県
に
於
け
る
条
旦
の
遺
蹟
調
査
報
告
|
岡
山
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
七
』
、
昭
和
三
年
。
同
氏
『
岡
山
県

農
地
史
句
、
昭
和
二
七
年
。

(
叩
)
後
神
三
千
子
「
岡
山
平
野
に
お
け
る
古
代
景
観
の
復
原
」
『
立
命
館
文
学
』
二
四
六
号
、
昭
和
四

O
年。

(
日
)
足
利
健
亮
「
吉
備
地
方
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
き
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
一
六
号
、
昭
和
四
九
年
。

(
ロ
)
米
倉
二
郎
「
九
州
の
条
里
」
『
九
州
ア
カ
デ
ミ
ー
』
創
刊
号
、
昭
和
三
三
年
。

(
臼
)
日
野
尚
志
「
古
代
に
お
け
る
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
一
六
号
、
昭
和
四
九
年
。

(
U
)

日
野
尚
志
氏
の
前
掲
(
日
)
、
鏡
山
猛
『
大
宰
府
都
城
の
研
究
』
、
昭
和
四
三
年
。

(
日
)
吉
田
品
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
』
、
昭
和
四
八
年
。

(
時
)
拙
稿
「
郡
の
成
立
過
程
」
『
人
文
地
理
』
一

O
巻
一
号
、
昭
和
三
三
年
。

5 

近

29 




